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○藤岡市企業誘致促進条例施行規則 

平成15年3月18日 

規則第9号 

改正 平成18年3月31日規則第25号 

平成19年3月30日規則第42号 

平成20年3月28日規則第17号 

平成21年3月31日規則第25号 

平成24年3月27日規則第13号 

平成24年4月2日規則第21号 

平成25年4月4日規則第23号 

平成26年1月30日規則第3号 

藤岡市企業誘致促進条例施行規則(昭和60年規則第4号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この規則は、藤岡市企業誘致促進条例(平成15年条例第11号。以下「条例」という。)

の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 新設 市内に新たに事業所を設置し、又は既存事業所以外の場所に新たに事業所を

設置することをいう。 

(2) 増設 事業規模を拡大する目的をもって、既存の事業所を拡張するため設置した施

設をいう。 

(3) 研究施設 高度な技術を製品の開発に利用するための試験若しくは研究を行う施設

又は製造の事業に関する試験若しくは研究開発を行う施設をいう。 

(4) 投下固定資産額 事業所を新設又は増設するため必要な固定資産(地方税法(昭和25

年法律第226号)第341条第1項第1号に規定するもの)の取得価格の合計額をいう。 

(企業) 

第3条 条例第2条第1号の規定による産業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規

定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次の各号に定めるものとす

る。 

(1) E―製造業 
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(2) G―情報通信業 

(3) H―運輸業、郵便業のうち次に掲げるもの 

鉄道業 

道路旅客運送業 

道路貨物運送業 

水運業 

航空運輸業 

倉庫業 

運輸に附帯するサービス業 

(4) R―サービス業のうち次に掲げるもの 

自動車整備業 

機械修理業 

電気機械器具修理業 

産業用設備洗浄業 

(5) K―不動産業、物品賃貸業のうち次に掲げるもの 

総合リース業 

産業用機械器具賃貸業 

事務用機械器具賃貸業 

(6) L―学術研究、専門・技術サービス業のうち次に掲げるもの 

自然科学研究所 

デザイン業 

非破壊検査業 

機械設計業 

2 前項に定めるもののほか、特に経済効果が高く新規雇用が見込まれる産業 

(事業所設置奨励金の条件及び額) 

第4条 条例第3条第1項第1号の規定による奨励金の額は、新設の場合は土地(建物延面積に

5を乗じて得た面積を上限する。)、建物及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税相

当額の合計額に、増設の場合は増設のため新たに取得した土地(増設した建物延面積に5

を乗じて得た面積を上限とする。)、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額及び都市

計画税相当額の合計額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

(1) 初年 100分の80以内 
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(2) 2年目 100分の50以内 

(3) 3年目 100分の30以内 

(4) 4年目 100分の20以内 

(5) 5年目 100分の20以内 

2 前項の奨励金は、第9条第3号の規定による指定事業者を除く。 

(雇用促進奨励金の条件) 

第5条 条例第3条第1項第2号の規定による規則で定めるものは、新規雇用された者で、事

業開始から1年経過時まで引き続き本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)

第5条の規定により本市の住民基本台帳に登録され、雇用されているものをいう。 

(緑地設置奨励金の条件) 

第6条 条例第3条第1項第3号の規則で定める緑地は、次のいずれかに該当するものする。 

(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)の適用を受ける緑地 

(2) 第9条第6号に規定する企業が、当該工業団地内において、前号の緑地に準ずるもの

として設置した緑地 

(端数計算) 

第7条 各奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

(優遇措置の指定の申請) 

第8条 条例第4条の規定により優遇措置の指定を受けようとする事業者は、優遇措置の指

定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 定款の写し又はそれに代わるもの 

(2) 法人の登記簿謄本 

(3) 印鑑証明書 

(4) 直近3営業年度の決算書の写し 

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し 

(6) 建築物等配置計画書及び土地利用計画図(縮尺500分の1程度) 

(7) 売買契約書の写し 

(8) 賃貸借契約書の写し 

(9) その他参考資料 

2 市長は、前項各号に掲げる書類のうち必要がないと認めるときは、書類の提出を省略さ

せることができる。 

3 優遇措置の指定の申請は、事業開始の日の60日前の日までに行わなければならない。 
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(優遇措置の指定の要件) 

第9条 条例第5条に規定する優遇措置の指定の要件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 1,000平方メートル以上の土地に事業所を新設するもので、建物及び設備等に係る投

下固定資産が1億円以上で、かつ、5人以上の者を新規雇用すること。 

(2) 既存建物延べ面積に2分の1を乗じた面積を超える建物を増築するもので、増築に係

る建物及び設備等に係る投下固定資産が1億円以上で、かつ、10人以上の者を新規雇用

すること。 

(3) 既存事業所を購入又は賃借し新たに事業開始する場合、購入又は賃借の日から1年以

内に事業開始し、かつ、10人以上の者を新規雇用すること。 

(4) ソフトウェア業及び自然科学研究所において研究施設を新設するもので、建物及び

設備に係る投下固定資産が1億円以上、当該業務に使用する面積が200平方メートル以

上、当該業務に常時従事する者が5人以上で、かつ、新規雇用があること。 

(5) 製造業において研究施設を新設するもので、建物及び設備に係る投下固定資産が1億

円以上、当該業務に使用する面積が1,000平方メートル以上、当該業務に常時従事する

者が20人以上で、かつ、新規雇用があること。 

(6) 群馬県、藤岡市及び藤岡市土地開発公社が分譲又は賃貸する工業団地に立地する企

業 

2 前項第1号から第3号の規定にかかわらず、旧鬼石町の区域における優遇措置の指定の要

件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 1,000平方メートル以上の土地に事業所を新設するもので、建物及び設備等に係る投

下固定資産が5千万円以上で、かつ、3人以上の者を新規雇用すること。 

(2) 既存建物延べ面積に2分の1を乗じた面積を超える建物を増築するもので、増築に係

る建物及び設備等に係る投下固定資産が5千万円以上で、かつ、5人以上の者を新規雇

用すること。 

(3) 既存事業所を購入又は賃借し新たに事業開始する場合、購入又は賃借の日から1年以

内に事業開始し、かつ、5人以上の者を新規雇用すること。 

(優遇措置の指定及び通知) 

第10条 市長は、条例第5条第1項の優遇措置の指定を行うときは優遇措置の指定書(様式第

2号)により、指定を行わないときは優遇措置の不指定書(様式第3号)により当該申請者に

通知するものとする。 

(変更の申請及び承認) 
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第11条 条例第6条第1項の変更の申請は、優遇措置の指定内容変更申請書(様式第4号)によ

り市長に行うものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、指定事業者は、

その変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。 

2 条例第6条第2項の規定による承認は、優遇措置の指定内容変更承認書(様式第5号)により

行うものとする。 

(事業開始の報告) 

第12条 指定事業者は、事業開始の日から30日以内に事業開始報告書(様式第6号)に市長が

必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(事業廃止又は休止の届出) 

第13条 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、事業

廃止(休止)届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。 

(優遇措置の指定の取消し) 

第14条 市長は、条例第7条第1項の規定により優遇措置の指定を取り消したときは、優遇

措置の指定取消通知書(様式第8号)により当該事業者に通知するものとする。 

(奨励金の交付の申請) 

第15条 条例第8条第1項の規定により奨励金の交付を受けようとする事業者は、奨励金交

付申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。 

2 前項の規定による申請の期間及び奨励金交付申請書に添付する書類は、別表のとおりと

する。 

(奨励金の交付の通知) 

第16条 市長は、奨励金を交付するときは、奨励金交付通知書(様式第10号)により当該指定

事業者に通知するものとする。 

(地位の承継) 

第17条 指定事業者の事業を承継した事業者は、優遇措置の指定承継申請書(様式第11号)

に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、優遇措置の指定承継承認通知書(様式

第12号)により当該事業者に通知するものとする。 

(雑則) 

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。 
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附 則(平成18年規則第25号) 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年規則第42号) 

この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年規則第17号) 

この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年規則第25号) 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年規則第13号) 

この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年規則第21号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成25年規則第23号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成26年規則第3号) 

この規則は、平成26年4月1日から施行する。 

別表(第15条関係) 

奨励金の種類 申請の期間 添付書類 

事業所設置奨励金 事業開始の日以後の各年

度の固定資産税及び都市

計画税の最終の納期限の

日から2か月以内の期間 

(1) 固定資産税及び都市計画税を納期

限までに完納したことを明らかにす

る書類 

(2) 償却資産証明 

(3) その他市長が必要と認める書類 

雇用促進奨励金 事業開始の日の1年後か

ら2か月以内の期間 

(1) 新規雇用従業員名簿(住所、氏名、

生年月日、雇用年月日) 

(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認

通知書の写し 

(3) その他市長が必要と認める書類 

緑地設置奨励金 事業開始の日から1年以

内の期間 

(1) 緑地設置に係る事業実績報告書(様

式第13号) 

(2) 緑地を設けるのに要した費用の支
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払を明らかにする書類 

(3) 用地内の緑地配置図 

(4) その他市長が必要と認める書類 
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様式第1号(第8条関係) 

様式第2号(第10条関係) 

様式第3号(第10条関係) 

様式第4号(第11条関係) 

様式第5号(第11条関係) 

様式第6号(第12条関係) 

様式第7号(第13条関係) 

様式第8号(第14条関係) 

様式第9号(第15条関係) 

様式第10号(第16条関係) 

様式第11号(第17条関係) 

様式第12号(第17条関係) 

様式第13号(別表関係) 

 


